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メピコートクロリドに係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）について

の意見・情報の募集結果について 
 
１．実施期間 平成２８年１２月１４日～平成２９年１月１２日 
 
 
２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 
 
 
３．提出状況 １通  
 
 
４．コメントの概要及びそれに対する食品安全委員会の回答 
 

頂いた意見・情報※ 食品安全委員会の回答 
（意見） 

【意見１】 

ＡＤＩとＡＲｆＤ0.3mg/kg 体重/日に反

対である。 

[理由] 

ＡＤＩは、ＥＵの値 0.2mg/kg 体重/日よ

りも高く、ＡＲｆＤはアメリカの

0.195mg/kg 体重より高い。 

２、ＡＤＩとＡＲｆＤが同じラットの発

生神経毒性試験の無毒性量を根拠に

0.3mg/kg 体重としているが、同試験の詳

細データが示されていない。 

３、短期摂取量が推定されておらず、Ｅ

ＳＴＩとＡＲｆＤ比も示されていない。 

 

【意見２】 

60 の農作物の残留基準はすべて、2ppm

とされているにも拘わらず、残留試験デ

ータはブドウの 7事例が掲載されている

だけで、他の食品の残留データが不明な

ままである。パブコメ意見募集をやり直

すべきである。 

[理由] 

１、残留基準があるにもかかわらず、摂

取量が推算されておらず、ＴＭＤＩとＡ

ＤＩ比も示されていない。 

（回答） 
【意見１及び２について】 

 食品安全委員会は、各試験で得られた

無毒性量及び最小毒性量の最小値が発

達神経毒性試験の 30 mg/kg 体重/日であ

ったことから、これを安全係数 100 で除

した 0.3 mg/kg 体重/日をメピコートク

ロリドの一日許容摂取量（ADI）と設定

しました。また、メピコートクロリドの

単回経口投与等により生ずる可能性の

ある毒性影響に対する無毒性量のうち

最小値は、同試験での 30 mg/kg 体重であ

ったことから、これを安全係数 100 で除

した 0.3 mg/kg 体重を急性参照用量

（ARfD）と設定しました。 
なお、食品安全委員会では、海外の評

価機関による評価書等も参照していま

すが、原則として農林水産省の定めたテ

ストガイドラインに沿って実施され、申

請者から提出された試験成績を用いて

食品健康影響評価を行っています。 
食品安全委員会農薬専門調査会幹事

会で審議された剤のうち、公開で審議さ

れた農薬の審議資料（農薬抄録等）は食

品安全委員会農薬専門調査会幹事会終

了後に食品安全委員会事務局内におい
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 て閲覧可能となっており、メピコートク

ロリドについても閲覧できます。 
なお、当該農薬抄録は、公にすること

により試験成績所有者の権利、競争上の

地位その他正当な利益を害する恐れの

ある部分については、非公開としており

ます。 
メピコートクロリドについては、今

後、食品安全委員会の食品健康影響評価

結果を踏まえ、厚生労働省において暫定

基準値の見直しが行われる予定です。食

品安全委員会では、メピコートクロリド

の暴露量について、厚生労働省が暫定基

準値の見直しを行う際に、「暫定基準が

設定された農薬等の食品健康影響評価

の実施手順」に基づき確認することとし

ています。 
※頂いたものをそのまま掲載しています。 


